
裁判官報酬制度の概要と実情について

最高裁判所事務総局

○ 裁判官報酬制度の概要

・制度の背景にある考え方

２つの視点

① 裁判官の職務の特質との関係

② 国家公務員給与の特質との関係

＊国家公務員の給与制度の基本的仕組み

「級」と「号」

・①の視点と関連する特徴

職権の独立，職務内容の同一性

長期的評価の必要

・②の視点と関連する特徴

経験や熟練度との関係

職務内容や職責との関係

・制度の運用の実情

裁判官の職務の特質に対する運用上の配慮

○ 諸外国の裁判官報酬制度

・アメリカ合衆国，イギリス

・ドイツ，フランス



（ ）資料１

○ アメリカ合衆国の裁判官報酬制度

１ 連邦の場合

連邦最高裁判所長官

連邦最高裁判所判事

連邦控訴裁判所判事

連邦地方裁判所判事

その他，破産裁判所判事等があるが，基本的には以上の四種。

２ 各州の場合

裁判官については，連邦同様，基本的には州最高裁長官・州最高裁判事・州控訴裁

判所判事・州地方裁判所判事の四種。

※ 各俸給額はいずれも定額。

○ 連合王国の裁判官報酬制度

大法官

首席裁判官（高等法院女王座部長）

記録長官

常任上訴判事・高等法院家事部長・

副大法官

控訴院判事

高等法院判事

上席地方判事

サーキット判事

地方判事

※ 各俸給額はいずれも定額。



○ ドイツの裁判官報酬制度 （資料２ー１）

（第１表）

連邦憲法裁判所長官

連邦憲法裁判所副長官

連邦憲法裁判所判事 Ｒ１０

連邦通常裁判所長官

連邦通常裁判所副長官

同裁判長 Ｒ８

１０１人以上規模の高等裁判所長官

連邦通常裁判所判事

２６～１００人規模の高等裁判所長官 Ｒ６

１５１人以上規模の地方・区裁判所長

２５人以下規模の高等裁判所長官 Ｒ５

８１～１５０人規模の地方・区裁判所長

４１～８０人規模の地方・区裁判所長等 Ｒ４

高等裁判所副長官

同裁判長 Ｒ３

４０人以下規模の地方・区裁判所長 等

高等裁判所判事 Ｒ２

地方・区裁判所副所長 １０段階

地方裁判所裁判長 年齢により２年毎に昇給

４人以上規模の区裁判所管理職 等 （３１歳以上）

Ｒ１

地方・区裁判所判事 １２段階

３人以下規模の区裁判所管理職 年齢により２年毎に昇給

（２７歳以上）

（第２表）

Ｒ１及びＲ２の具体的イメージ

級 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

年齢 27/28 29/30 31/32 33/34 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50

Ｒ１

Ｒ２



(資料２－２）

参考（ドイツの公務員俸給表）
第１表（俸給表Ａ）

　　　号俸
等級

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５

Ａ６

Ａ７

Ａ８

Ａ９

Ａ１０

Ａ１１

Ａ１２

Ａ１３

Ａ１４

Ａ１５

Ａ１６

第２表（俸給表Ｂ）
  

等級

B1 部局長，教授（部局長）

B2 連邦公行政専門大学学部長，連邦雇用庁部長

B3 本省課長，会計検査院課長

B4 連邦国防大学長，連邦建設管理庁長官

B5 連邦公行政専門大学学長，連邦自然保護庁長官

B6 本省部長，連邦印刷局長，連邦経済庁長官

B7 連邦公行政アカデミー学長，連邦財務庁長官

B8 連邦特許庁長官，連邦統計庁長官，連邦雇用庁次長

B9 本省局長，会計検査院次長，連邦刑事庁長官

B10 連邦雇用庁長官

B11 各省事務次官，会計検査院長

代　表　官　職



（ ）資料３

○ フランスの裁判官報酬制度

昇格必要経験年数 任官後必要年数階 級 官 職 等級 級 号

・破棄院院長 Ｇ

・破棄院裁判官 Ｆ

・控訴院院長 Ｅ２

・控訴院部長 Ｅ１ １年

超階級 ・パリ大審裁判所長 Ｄ３

及び第一副所長 Ｄ２ １年

・ボルドー等２１か所 Ｄ１ １年

の大審裁判所長 Ｃ３

Ｃ２ １年

Ｃ１ １年

・超階級以外の大審 ＢＢ３

裁判所長，第一副 ８ ＢＢ２ １年

所長 ＢＢ１ １年

・控訴院裁判官 Ｂ３ １９年

７ Ｂ２ １年 １８年

Ｂ１ １年

第一階級 Ａ３ １７年

６ Ａ２ １年 １６年

Ａ１ １年 １５年

５ ２年 １３年

４ １８月 １１.５年

３ １８月 １０年

２ １８月 ８.５年

１ １８月 ７年

・大審裁判所及び小審 ５ ６年

裁判所の裁判官 ４ ２年 ４年

第二階級 (予審判事，少年係裁 ３ ２年 ２年

判官を含む） ２ １年 １年

１ １年

・司法修習生


